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近年、人口減少や少子高齢化がより進行し、核家族化やひとり暮らし高齢者の増加をはじめ

私たちの社会は大きく変化しています。

人々の価値観や考え方、ライフスタイルの変化に加え、日常生活におけるＳＮＳなどの普及

により、情報取得だけでなく情報発信がより手軽に可能となり、従来の顔の見える関係とは異

なる広範囲の新しい人間関係も生まれています。

多様化する人間関係の中で、住民同士の「ふれあい」が薄まっていることは、地域福祉活動

にも影響を与えていますが、その一方で、毎年、各地で発生する様々な自然災害を受けて『防

災』が地域の話題にあがるようになり、住民同士の助けあいの重要性についての認識は広まり

つつあります。

このような時代の変化も受け入れながらやさしい街づくりをしていくためには、地域で生活

を営む住民同士のつながりを再確認し、より密接に支えあい・助けあうことが大切といえます。

平成26年３月に６ヵ年計画で策定した第２期の「秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画」

をこの度検証し、さらに秋葉区が心豊かにいきいきと過ごせる地域になるよう第３期の計画を

策定しました。

「秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画」は、社会福祉法第107条に規定される「市町村

地域福祉計画」に位置づけられるものです。

本市では「新潟市地域福祉計画」として行政区ごとの計画を策定しており、秋葉区において

は「秋葉区区ビジョンまちづくり計画」に沿って区の目指す方向を定め、事業を進めてきまし

た。

第１章　計画の策定趣旨及び位置づけ

『福祉』について
「福」も「祉」もともに「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉です。

　「地域福祉」とは、地域に暮らす全ての人々が、幸せに暮らせるように努め

ることです。地域社会における福祉の問題に対し、その地域の住民や福祉関係者

などが協力して取り組んでいこうという考えです。

　１　計画の策定趣旨

　２　計画の位置づけ
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〈他の計画との関係〉

「地域福祉計画」は、地域の福祉環境の基盤整備や施策プランを立てる行政計画であり、

「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会（社協）が中心となって地域福祉の担い手である民

間団体や住民などの活動・行動をまとめた計画です。

この二つの計画は地域福祉を進めるうえで互いに補完・補強しあう関係であることから、一

体として取り扱い、策定を行いました。

新潟市総合計画
にいがた未来ビジョン

秋葉区区ビジョンまちづくり計画

花と緑に囲まれた、笑顔咲きそろう、
にぎわいのあるまち

目指す区のすがた
◆うるおいとやすらぎのあるまち
◆楽しく元気なまちなかとやさしさの
　あるまち
◆歴史と個性を活かすまち
◆花のまち・食のまち・育てるまち
◆生み出し活かすまち

秋葉区区ビジョンまちづくり計画

花と緑に囲まれた、笑顔咲きそろう、
にぎわいのあるまち

目指す区のすがた
◆うるおいとやすらぎのあるまち
◆楽しく元気なまちなかとやさしさの
　あるまち
◆歴史と個性を活かすまち
◆花のまち・食のまち・育てるまち
◆生み出し活かすまち

秋葉区地域福祉計画
地域福祉活動計画

人がつながり、ともに
支えあう、やさしいまち

①明るく元気な地域づくり
②安全で安心な地域づくり
③健康で豊かな地域づくり
④相談しやすい体制づくり
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３つの都市像

①市民と地域が学び高め合う、安心協働都市
・「地域」が主役となり、ずっと安心で安全な
暮らしの実現を目指します。

②田園と都市が織りなす、環境健康都市
・「大地」の持つ力を最大限に活用し、新潟に
しかない豊かな暮らしの実現を目指します。
③日本海拠点の活力を世界とつなぐ創造交流
都市

関連

具
体
化福祉・保健分野の計画

新潟市障がい者計画
新潟市障がい福祉計画
新潟市障がい児福祉計画

新潟市地域包括ケア計画

新潟市子ども・子育て支援事業計画

新潟市健康づくり推進基本計画

新潟市自殺総合対策行動計画

他の関連計画

整合性

　３　地域福祉計画と地域福祉活動計画について
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また、本計画では『自助』『互助』『共助』『公助』の視点を盛り込みながら、秋葉区全体で地

域福祉を推進し、住みよい地域づくりに取り組む提案もしています。

自助・互助・共助・公助の相関図

●地域福祉を総合的かつ計画的に推進するための行政計画としての 

●地域福祉の担い手である地域住民や福祉活動を行う団体等が策定する

　　　　　　　　　 民間団体・住民レベルの活動・行動計画 ⇒ 

地域福祉計画

地域福祉活動計画

両計画が地域福祉を進めるうえで互いに補完・補強しあう関係にある

両計画を一体として取り扱い策定する

政　策（住民・行政・社会福祉協議会が共有）

地域福祉計画
（行政計画）

【住民・行政協働】

公助のレベルでの
地域福祉の推進

地域で
暮らす人たち
（自助・互助）

地域福祉計画への
参画・提言

地域福祉活動計画
策定・実行

地域福祉活動計画
（民間団体・住民が策定）

【住民主体】

共助のレベルでの
地域福祉の推進

隣近所で助けあい

公的福祉サービス

家族・個人の力

社会保障制度等

■自分のことは自分でする
■市場サービスの購入

■ボランティア活動
■住民組織の活動

■介護保険などの
　社会保険制度やサービス

■公的（税）による福祉事業等
　生活保護制度等々

自　助 互　助

公　助共　助
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本計画の期間は、令和３年度から令和８年度までの６年間です。なお、今回の計画策定にあ

たり、新型コロナウイルスの影響で当計画の推進委員会や地域における福祉懇談会の開催が制

限されたことから、計画期間内においても見直しを行います。

　４　計画の期間


